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プログラム整備基準 新旧対照表（変更箇所 要点） 
 

新 旧 備  考 
＜前略＞ 

 

５．８．研究に関する考え方 

 我が国の皮膚科学の特筆すべき特性として

研究能力の高い皮膚科医を育成してきたこと

が挙げられる。これまで臨床研修を行いなが

ら研究活動も行った専門医は、科学者の視点

を持ったすぐれた臨床医であることが多いと

も言える。大学院進学者が研究と平行して皮

膚科研修を行えるよう、各施設は実情に合わ

せたプログラムを作成すること。大学院生の

専門医研修にあたっては下記の条件を満たす

こと。 

（削除） 

 

 

 

 

1）大学院生として皮膚科で研修しながら研究

を行っている場合は、形成的評価および年次

総合評価をうけた年をすべて研修期間として

認める。 

2）大学院生として皮膚科以外の臨床講座ある

いは基礎系講座あるいは研究所等にて皮膚科

領域に関連する研究に従事する場合は、2年間

を限度に研修期間と認める。この間は達成度

評価、年次総合評価は不要とする。2年間を越

える場合は研修期間延長で対応すること。 

3）達成度評価・年次総合評価（上記 2 の期間

を除く）、経験記録、総括的評価に必要なすべ

ての臨床症例経験提出、手術症例経験提出、

講習会受講､学会発表、論文発表単位等は修了

判定までにすべて満たすこと。 

 

＜中略＞ 

 

５．１１．専門研修の研修期間 

1）研修期間は 5年間以上とする。研修プログ

＜前略＞ 
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ラムにより研修を開始した日をもって研修開

始日とする。 

2）最低 1年間は研修基幹施設で研修を受けな

ければならない。 

（削除） 

 

 

 

3）条件付きで研修連携施設における研修とし

て認めるもの。その場合、研修計画を研修プ

ログラムに明示する。 

 下記①、②、③については原則として合計 1

年まで認める。 

 ①皮膚科に関連する他科での研修（あらか

じめプログラムに記載し、皮膚科領域研修委

員会の承認をうけることが必要。事後承認は

しない。） 

 ②指導医が在籍しない施設での研修 

  やむをえず指導医がいない施設で研修す

る場合は、指導医の在籍している他の研修施

設から随時適切な指導が受けられる環境を整

えること。 

 ③大学院以外で、皮膚科研究に携わるため

に研修評価票の年次評価を受けられない、あ

るいは年次症例提出ができない場合は皮膚科

領域研修委員会で協議し妥当とされた場合に

限り研修期間として認める。 
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